
(宛先）野田市水道事業管理者

残土処分について

令和    年   月    日付 事前協議 第     号に基づき実

施する配水管布設及び給水管取出し工事に係る発生残土については、

造成工事にて再利用を行うため、区域外への搬出は行いません。

工事場所

野田市                                         地先

以上相違ありません。

令和  年  月  日

        

       【申請者】 住 所

             商 号

             代表者

       【施工業者】住 所

             商 号

             代表者


